
 

国立大学法人大阪大学旅費支給要領 

 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人大阪大学における旅費の支給については、国立大学法人大阪大学旅費規

則（以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要領によるものとする。 

 

（旅費の算定） 

第２条 交通費は、旅費の計算の基礎となる旅行の起点及び終点を、原則として勤務地又は用

務地を出発地又は到着地として最も合理的な経路及び方法により算定する。ただし、業務上

の必要又は天災その他やむを得ない事情により、これにより難い場合は、現に利用した経路

及び方法により算定することができる。 

２ 前項で規定する出発地又は到着地が吹田地区、豊中地区、箕面地区の場合は千里中央駅

とし、中之島地区の場合は大阪駅としてこれを算定する。 

３ 吹田地区、豊中地区及び箕面地区間の移動に公共交通機関を利用した場合における交通

費は、規則第３条第１号の規定にかかわらず片道あたり４２５円を支給し、日当は規則第

３条第２号の規定にかかわらず支給しない。 

 

第２章 国内旅費 

（国内旅費の鉄道賃） 

第３条 規則第６条に規定する交通費のうち鉄道賃は、第２条第１項に定める出発地及び到着

地にある市町村の主たる役所等の近辺にある JR の駅（東京都特別区においては東京駅。以下

同じ。）間の旅客運賃、別表１に規定する急行料金、グリーン料金及び座席指定料金の合計額

を上限として支給する。ただし、当該市町村の主たる役所等の近辺に JR の駅がない場合等に

ついては、その他の鉄道等とする。 

２ 航空機を利用する国内旅行における、出発地又は到着地と直近の空港間の旅費は、前項に

規定する鉄道駅までの鉄道賃等とする。ただし、当該空港と同一市町村（東京都においては

特別区。以下同じ。）内に出発地又は到着地がある場合は、これを支給しない。 

 

（国内旅費の航空賃） 

第４条 規則第６条に規定する交通費のうち航空賃は、現に支払った旅客運賃の額とする。 

２ 前項の航空賃の支給に当たって旅行者は、現に支払った航空賃を証する書類（搭乗日、発

着空港名、搭乗便、搭乗クラス等の発券内容、金額が記載された領収書またはこれに準ずる

書類）を提出しなければならない。提出なき場合又は当該内容が客観的に確認できない場合

は支給を受けることができない。 

 

（国内旅費の船賃） 

第５条 規則第６条に規定する交通費のうち船賃は、別表１に規定する区分に応じ、現に支払



った船賃を支給する。 

２ 前項の船賃の支給に当たって旅行者は、現に支払った船賃の額を証する書類（乗船日、乗

船区間、乗船便、乗船クラス等の発券内容、金額が記載された領収書またはこれに準ずる書

類）を提出しなければならない。現に支払った船賃の額を証する書類が提出できない場合は、

当該交通機関が定めた最も合理的な運賃を支給する。船賃以外に特別料金等の支給が必要で

ある場合は、現に支払った船賃の額を証する書類を提出しなければならない。提出なき場合

は当該の特別料金等の支給を受けることができない。 

 

（国内旅費のバス運賃等） 

第６条 規則第６条に規定する交通費のうちバス運賃は、現に支払った運賃を支給する。 

２ 前項のバス運賃の支給に当たって旅行者は、現に支払った運賃の額を証する書類（乗車日、

乗車区間、乗車クラス等の発券内容、金額が記載された領収書またはこれに準ずる書類）を

提出しなければならない。現に支払った運賃の額を証する書類が提出できない場合は、当該

交通機関が定めた最も合理的な運賃を支給する。運賃以外に特別料金等の支給が必要である

場合は、現に支払った運賃等の額を証する書類を提出しなければならない。提出なき場合は

当該の特別料金等の支給を受けることができない。 

３ 業務の都合上、やむを得ない理由によりレンタカー、タクシーなど用務地又は宿泊施設に

往来する移動手段（以下、「タクシー等」という。）を利用した場合は、現に支払った額を支

給する。その際、現に支払った額を証する書類を提出しなければならない。 

４ 前項のタクシー等を利用した代金の支給に当たって旅行者は、現に支払った額を証する内

容（レンタカーの場合は、借受期間、借受契約内容、金額等）（タクシーの場合は、乗車日、

金額等）が記載された領収書またはこれに準ずる書類を提出しなければならない。提出なき

場合又は当該内容が客観的に確認できない場合は、当該代金の支給を受けることができない。 

 

（国内旅費の日当及び宿泊料） 

第７条 規則第６条に規定する日当及び宿泊料の額は、別表１に定める額とする。 

２ 同一市町村に滞在する旅行における日当及び宿泊料は、用務地に到着した日の翌日から起

算して３０日を超え６０日以下の日数分については前項に定める額の１０分の９に相当す

る額、６０日を超える日数分については前項に定める額の１０分の８に相当する額を支給す

る。 

３ 公用車利用若しくはタクシー等利用による旅行に係る日当の額は、第１項に定める額の２

分の１に相当する額とする。ただし、公用車利用若しくはタクシー等を利用した場合であっ

ても用務地までの移動に係る交通費が別に必要である場合については、この限りではない。 

４ 業務の都合上または現地の事情等により、宿泊に要した費用が第１項に定める額を超えた

場合は、予算責任者又は予算責任者から権限を委任された者（以下「予算責任者等」という。）

の承認を得たうえで、第１項に定める額の２倍を限度に、現に支払った額を宿泊料として支

給することができる。その際、現に支払った額を証する書類を提出しなければならない。 

５ 旅行に係る用務において予め宿泊施設の指定がある等やむを得ない事情により、宿泊に要

した費用が第１項に定める額の２倍を超過する場合は、予算責任者等が必要と認めた額を当

該旅行に係る宿泊料とすることができる。その場合、予算責任者等が必要と認めた根拠を示



す書類等の提出を必要とし、提出なき場合又はその内容が不明確である場合は第１項及び第

２項に従って支給する。 

６ 旅行会社等による交通費と宿泊費をあわせて料金設定しているもの（以下「パック旅行」

という。）を利用した旅行においては、現に支払った額を証する書類（金額等が記載された領

収書またはこれに準ずる書類）及びパック旅行の明細（利用する交通機関、宿泊場所、宿泊

期間、宿泊内容、食事の有無等が記載された書類）を提出しなければならない。提出なき場

合は支給を受けることはできない。なお、当該パック代金は、パック旅行を利用しない場合

の交通費及び宿泊費の合計額を上限として支給するものとする。 

７ 業務の都合上または現地の事情等によりパック旅行の料金が、前項に定めるパック旅行を

利用しない場合の交通費及び宿泊費の合計額を超えた場合は、予算責任者等の承認を得たう

えで、現に支払った額をパック料金として支給することができる。その際、現に支払った額

を証する書類を提出しなければならない。 

８ パック旅行の料金に食事代（朝食代又は夕食代）が含まれていない場合は、朝食代又は夕

食代１食につき、第１項に定める日当の額の２分の１に相当する額を、加算して支給するこ

とができる。 

９ 特別赴任手当を支給されている者が、その届出住所の５０km 以内の路程の目的地に旅行

する場合の宿泊料については、これを支給しない。ただし、用務遂行上、やむを得ず届出住

所以外の宿泊施設に宿泊した場合は、第１項及び第２項に定める宿泊料の額を支給すること

ができる。 

 

（国内旅費の旅行雑費） 

第８条 規則第６条に規定する旅行雑費は、当該旅行に必要な取扱手数料、発券手数料、取消

手数料、変更手数料等の諸経費の合計額とする。ただし、諸経費に本学以外の用務を含んで

いる場合は、本学の用務に必要となる諸経費のみを支給する。その場合、その内訳を明確に

示すこと。内訳が明確に示すことができない場合は当該諸経費の全ての支給を受けることは

できない。 

２ 前項の旅行雑費の支給に当たって旅行者は、現に支払った額を証する書類（支給すべき内

容、金額が記載された領収書またはこれに準ずる書類）を提出しなければならない。提出な

き場合は当該諸経費の支給を受けることはできない。 

 

第３章 近距離旅費 

（近距離旅費） 

第９条 規則第７条に規定する旅費のうち、交通費は国内旅費に定めるものとし、日当は別表

１近距離旅費の日当に定める額とする。 

２ 規則第７条ただし書に掲げる用務地である同一の市町村内の移動に係る交通費は８５０

円を支給する。 

３ 規則第７条ただし書に掲げる別に定める区間とは、本学（中之島地区は除く）と別表１の

備考に記載する市間とし、交通費は片道あたり４２５円を支給する。 

４ 片道５０ｋｍ以内の旅行であって、業務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により

宿泊した場合における日当及び宿泊料については、第７条の規定を適用する。 



 

第４章 研修等旅費 

（研修等旅費） 

第１０条 規則第８条に規定する旅費のうち宿泊を要する研修等のための旅行に係る旅費は、

国内旅費に定めるものとする。ただし、当該研修等において宿泊施設が予め指定されている

場合は、旅行者が現に支払った額を宿泊料の額とする。 

２ 前項の宿泊料の支給に当たって旅行者は、現に支払った宿泊料の額を証する書類（宿泊日、 

宿泊期間、宿泊内容、金額等が記載された領収書またはこれに準ずる書類）を提出しなけれ

ばならない。提出なき場合は支給を受けることはできない。また、当該研修等において、そ

の宿泊料が研修の受講料等に含まれており、宿泊料金の内訳が具体的に明示されていない場

合は、旅費の宿泊料として支給を受けることはできない。 

 

第５章 外国旅費 

（外国旅費） 

第１１条 外国旅行に伴う国内旅費は、第２章に規定する国内旅費の算定方法による。 

 

（外国旅費の交通費） 

第１２条 規則第９条に規定する交通費は、別表２に定める額とする。ただし、別表２に定め

のないタクシー等については、第６条第３項及び第４項の規定を準用する。 

２ 前項の交通費の支給に当たって旅行者は、現に支払った額を証する書類（支給すべき内容

が確認できるもの及び金額が記載された領収書またはこれに準ずる書類）を提出しなければ

ならない。提出なき場合又は内容が確認できない場合は支給を受けることはできない。なお、

提出した書類等が日本語以外などで判読できない場合は旅行者本人等がその内容を説明す

ることとし、当該書類の提出及び支給に必要な内容が判読できない場合は支給を受けること

はできない。 

 

（外国旅費の日当及び宿泊料） 

第１３条 規則第９条に規定する日当及び宿泊料は、別表２に定める額とする。 

２ 日当及び宿泊料については、第７条第２項から同条第８項までの規定を準用する。 

 

（外国旅費の旅行雑費） 

第１４条 規則第９条に規定する旅行雑費は、当該旅行において入国時に予防接種証明書を要

求される予防接種料、厚生労働省が海外に渡航する場合や長期滞在する者を対象に推奨と

する予防接種料、旅券の交付手数料及び査証手数料（査証を取得する場合の代行手数料を

含む。）、外貨交換手数料、入出国税、空港を利用する場合の旅客サービス施設使用料、取扱

手数料、発券手数料、取消手数料、変更手数料等の諸経費の合計額とする。ただし、諸経費

に本学以外の用務を含んでいる場合は、本学の用務に必要となる諸経費のみを支給する。

その場合、その内訳を明確に示すこととし、内訳が明確に示すことができない場合は支給

を受けることはできない。 

２ 前項の旅行雑費の支給に当たって旅行者は、現に支払った額を証する書類（支給すべき内



容が確認できるもの及び金額が記載された領収書またはこれに準ずる書類）を提出しなけれ

ばならない。提出なき場合は当該諸経費の支給を受けることはできない。なお、提出した書

類等が日本語以外などで判読できない場合は旅行者本人等がその内容を説明することとし、

当該書類の提出及び支給に必要な内容が判読できない場合は支給を受けることはできない。 

 

第６章 赴任旅費 

（赴任旅費） 

第１５条 規則第１０条に規定する交通費は、旧居所から新在勤地までの路程により支給する。 

２ 規則第１０条に規定する日当及び宿泊料は、国内旅費及び外国旅費に準じて支給する。 

３ 赴任旅費の支給を受けようとする者は、移転届及び住民票等赴任の事実を確認する書類を

提出しなければならない。 

 

（移転料） 

第１６条 住所又は居所の移転に伴う移転料の額は、別表３に定める額とする。 

２ 扶養親族の移転を伴わない赴任における移転料の額は、前項に定める額の２分の１に相当

する額とする。ただし、赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に扶養親族が移転する場合

における移転料の額は、別表３に定める額から、既に支給した移転料の額を差し引いた額と

する。 

 

（着後手当） 

第１７条 着後手当の額は、別表３に定める額とする。 

 

（扶養親族移転料） 

第１８条 扶養親族移転料は、次の各号のいずれかに該当するときに、別表３に定める額を支

給する。 

（１）赴任に伴い、扶養親族が旧居所から新居所まで移転するとき。 

（２）赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に扶養親族が旧居所から新居所まで移転すると

き。 

 

（赴任旅費の特例） 

第１９条 赴任旅費の支給については、別表３の備考に記載の市区町村内における移転である

場合は、赴任旅費を支給しない。ただし、赴任に伴い宿舎に入居すること又はこれを明け渡

すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合は、この限りではない。 

２ 前項ただし書に定める赴任旅費の額は、別表３に定める国内旅費移転料（近畿地方の移転

料）の３分の１（扶養親族が移転しない場合には、６分の１）に相当する額とする。 

 

第７章 雑則 

（旅行の報告等） 

第２０条 規則第４条第３項及び第５条第３項に定める期間は、当該旅行の完了した日から起

算して１４日とする。 



２ 旅行を完了した者は、出張報告書及びその他必要書類を提出しなければならない。なお、

次条第１項に定める場合においては、旅行者は、当該事実も併せて報告しなければならない。 

 

（旅費の調整） 

第２１条 本学以外から、旅費の一部又は全部が支給される場合は、その額を減額するか又は

全額支給しない。 

２ 予算責任者等が特別の事情があると認めた場合は、旅費の額を調整することができる。 

３ 旅行者が交通機関、旅行会社、カード会社等のマイレージ、ポイント、割引、金券、無償

提供等を利用して交通費、宿泊費等を負担した場合は、マイレージ、ポイント、割引、金券、

無償提供等の相当分は旅費として支給せず、現に旅行者が支払った金額のみを支給する。 

 

 （旅費の受領等） 

第２２条 規則第５条第１項ただし書に規定する別に定める方法については、次の各号に掲げ

るとおりとする。 

（１）旅行者自身が日本国内の金融機関に口座を保有しない等のやむを得ない理由による場合

は、旅行者から旅費受領の委任を受けた者が代理で受領することができる。ただし、旅

費受領の委任を受ける者は原則的に本学の教職員とし、旅行者が未成年又は成年被後見

人の場合に限り、当該者の親族や成年後見人が受領することができる。 

（２）本学が委託契約した旅行代理店等において、交通機関や宿泊等の手配を行った場合は、

その手配した運賃や宿泊料等を同旅行代理店等に本学が直接支払う。 

２ 前項第２号における支払いは、本学が委託契約した旅行代理店等からの請求に基づき

支払う。この場合は、第３条から第８条、第１０条、第１２条から第１４条において定

めた現に支払った額を証する書類の提出は不要とする。なお、手配した交通費や宿泊料

等が本学の支給基準を超えた場合、その差額は旅行者が負担するものとする。 

 

（旅行及び旅費の説明責任等） 

第２３条 旅行内容及び規則及び支給要領に基づいて支給する旅費の内容については、旅行者

自身及び旅行命令者にその説明責任がある。当該内容について、旅行者自身又は旅行命令者

が説明できない場合は、旅費の一部又は全ての支給を受けることができない。 

 

（改廃） 

第２４条 この要領の改廃は、経理担当理事が行うものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１６年９年１日から施行し、平成１６年４年１日から適用する。 

   附 則 

 この改正は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則 



 この改正は、平成１９年３月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、平成１９年１２月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成２２年１０月１日から施行し、同日以降に発せられた旅行命令又は旅行

依頼（規則第４条第１項ただし書に規定する役員並びに業務の遂行の方法をその裁量に委ね

られている教職員については同条第２項の承認）を受けた者に支給する旅費について適用す

る。 

２ 国立大学法人大阪大学役員に係る旅費支給要領（平成１６年５月１４日施行）は廃止する。 

附 則 

 この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、平成２５年８月２６日から施行する。 

附 則 

 この改正は、平成２６年１０月７日から施行する。 

附 則 

 この改正は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 １ この改正は、令和元年８月２１日から施行し、令和元年１０月１日以降の旅行について

適用する。 

 ２ 令和元年９月３０日以前の旅行については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定

を適用するものとする。 

附 則 

 この改正は、令和２年６月１６日から施行し、令和２年４月１日以降の旅行について適用する。 

附 則 

 この改正は、令和５年１月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、令和６年８月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


